
三十九 第６８条の８６共同で現物出資をした場合の課税の特例�関係

四十 第６８条の９０～第６８条の９３連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例�関係

改 正 後

（特定共同出資により受け入れた減価償却資産の耐用年数の見積り等）

６８の８６―７ ……………………………

…………………同法第４５条の２第２項…………………

（持株割合が１００％未満又は２０％未満となることが見込まれていることの意義）

６８の８６―９ …………………共同事業再編法人及び他の共同事業再編法人……

……………当該共同事業再編法人…………………１００分の２０未満……………

……

改 正 後

（非課税所得の範囲）

６８の９０―５ ……………………………

	１ ……………………………

	２ ……………………………

	３ 措置法第６５条の２…………………

	注 ……………………………

（適用除外の特定外国子会社等であることの証明）

６８の９０―１９ 措置法第６８条の９０第５項に規定する「同項の適用がある旨」の記

載とは、規則別表十七（二）の様式による記載をいい、同項に規定する「そ

の適用があることを明らかにする書類その他の資料」とは、…………………

規則別表十七（二）の「１０」欄から「１７」欄までの各欄の記載に当たり参考

改 正 前

（特定共同出資により受け入れた減価償却資産の耐用年数の見積り等）

６８の８６―７ ……………………………

…………………同法第４５条の３第２項…………………

（持株割合が１００％未満又は２５％未満となることが見込まれていることの意義）

６８の８６―９ …………………特定事業法人及び他の特定事業法人………………

…当該特定事業法人…………………１００分の２５未満…………………

改 正 前

（非課税所得の範囲）

６８の９０―５ ……………………………

	１ ……………………………

	２ ……………………………

	３ 措置法第５８条又は第６５条の２…………………

	注 ……………………………

（適用除外の特定外国子会社等であることの証明）

６８の９０―１９ 措置法第６８条の９０第５項に規定する「その適用があることを明ら

かにする書類その他の資料」とは、…………………連結確定申告書の作成に

当たり参考とした書類をいう。

２９４
―

―



四十一 第６８条の９９社会保険診療報酬の所得計算の特例�関係

四十二 第６８条の１０３の２中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例�関係

とした書類をいう。

改 正 後

（社会保険診療報酬に係る損金の額の計算）

６８の９９―４ ……………………………

	１ ……………………………

	２ ……………………………

	注１ ……………………………

２ ……………………………

改 正 後

第６８条の１０３の２中小連結法人等の少額減価償却資産の

取得価額の損金算入の特例�関係

（連結事業年度の中途において中小連結法人等に該当しなくなった場合の適用）

６８の１０３の２―１ 連結法人が各連結事業年度の中途において措置法第６８条の

１０３の２第１項に規定する中小連結法人等に該当しないこととなった場合に

おいても、その該当しないこととなった日前に取得又は製作若しくは建設を

改 正 前

（社会保険診療報酬に係る損金の額の計算）

６８の９９―４ ……………………………

	１ ……………………………

	２ ……………………………

	３ 法第８１条の３第１項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の賞

与引当金勘定（法人税法等の一部を改正する法律（平成１０年法律第２４号）

附則第６条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改

正前の法人税法第５４条に規定する賞与引当金に係るものをいう。）への繰

入額は、人件費の配賦基準と同一の基準により配賦する。

	注１ ……………………………

２ ……………………………

改 正 前

（新 設）

（新 設）

２９５
―

―



改 正 後

して事業の用に供した同項に規定する少額減価償却資産については、同項の

規定の適用があることに留意する。

（少額減価償却資産の取得価額の判定単位）

６８の１０３の２―２ 措置法第６８条の１０３の２第１項の規定を適用する場合におい

て、取得価額が３０万円未満であるかどうかは、通常１単位として取引される

その単位、例えば機械及び装置については１台又は１基ごとに、工具、器具

及び備品については１個、１組又は１そろいごとに判定し、構築物のうち例

えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ご

とに判定する。

（明細書の添付）

６８の１０３の２―３ 連結法人が、当該連結事業年度の連結確定申告書に添付す

る規則別表十六（一）から別表十六（四）まで（減価償却資産の償却額の計

算に関する明細書）の備考欄に次に掲げる事項を記載して提出し、かつ、当

該減価償却資産の明細を別途保管している場合には、措置法第６８条の１０３の

２第２項に規定する「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の提出

を省略して差し支えないものとする。

	１ 取得価額３０万円未満の減価償却資産について、措置法第６８条の１０３の２

第１項の規定を適用していること

	２ 適用した減価償却資産の取得価額の合計額

	３ 適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること

改 正 前

（新 設）

（新 設）

２９６
―

―



四十三 第６８条の１０９連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用�関係

改 正 後

第６８条の１０９連結親法人である中小企業者等に対する同族

会社の特別税率の不適用�関係

（中小企業者等に該当する旨の書類の書式）

６８の１０９―７ ……………………………

	１ ……………………………

	２ ……………………………

	３ ……………………………

付表

改 正 前

第６８条の１０９連結親法人である中小企業者等に対する同族

会社の特別税率の不適用等�関係

（中小企業者等に該当する旨の書類の書式）

６８の１０９―７ ……………………………

	１ ……………………………

	２ ……………………………

	３ ……………………………

付表

連結親法人である中小企業者等に

対する同族会社の特別税率の不適

用制度に関する明細書

連結
事業
年度

・ ・
・ ・

連結親
法人名

適 用 該 当 号 の 区 分 １ 措置法第６８条の１０９第（ ）項第（ ）号該当

一

項

一

号

該

当

設 立 の 日 ２
平・・�

�
�
措置法令第３９条の１２８第１項第（ ）号

平・・
�
�
�

連結親法人の中小企
業者の判定

３ 新事業創出促進法第２条第３項（ ）号該当

連結親法人の主
たる事業

４ 業

連結親法人の資
本の額又は出資
の総額

５
円

連結親法人が常
時使用する従業
員の数

６
人

連結親法人である中小企業者等に

対する同族会社の特別税率の不適

用制度に関する明細書

連結
事業
年度

・ ・
・ ・

連結親
法人名

適 用 該 当 号 の 区 分 １ 措置法第６８条の１０９第（ ）項第（ ）号該当

一

項

一

号

該

当

設 立 の 日 ２
平・・�

�
�
措置法令第３９条の１２８第１項第（ ）号

平・・
�
�
�

連結親法人の中小企
業者の判定

３ 新事業創出促進法第２条第３項第（ ）号該当

連結親法人の主
たる事業

４ 業

連結親法人の資
本の額又は出資
の総額

５
円

連結親法人が常
時使用する従業
員の数

６
人

２９７
―

―



改 正 後 改 正 前

一
項
二
号
該
当

連結親法人の実施計
画の認定年月日

７ 平 ・ ・

連結親法人が実施す
る新事業分野開拓の
ための事業の内容

８

連結親法人の当期末
における事業の状況

９

二

項

三

号

該

当

連結親法人の中小企
業者の判定

１０
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨
時措置法第２条第１項第（ ）号該当

連結親法人の主
たる事業

１１ 業

連結親法人の資
本の額又は出資
の総額

１２
円

連結親法人が常
時使用する従業
員の数

１３
人

当期前１年以内に開
始した各連結事業年
度

１４ 平 ・ ・ ～ 平 ・ ・

同上の試験研究費の
額及び開発費の額の
合計額

１５
円

	１４の各連結事業年度
の総収入金額の合計
額

１６
円

試験研究費等
の割合

	１５

	１６
１７

一
項
二
号
該
当

連結親法人の実施計
画の認定年月日

７ 平 ・ ・

連結親法人が実施す
る新事業分野開拓の
ための事業の内容

８

連結親法人の当期末
における事業の状況

９

二

項

三

号

該

当

連結親法人の中小企
業者の判定

１０
中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨
時措置法第２条第１項第（ ）号該当

連結親法人の主
たる事業

１１ 業

連結親法人の資
本の額又は出資
の総額

１２
円

連結親法人が常
時使用する従業
員の数

１３
人

当期前１年以内に開
始した各連結事業年
度

１４ 平 ・ ・ ～ 平 ・ ・

同上の試験研究費の
額及び開発費の額の
合計額

１５
円

	１４の各連結事業年度
の総収入金額の合計
額

１６
円

試験研究費等
の割合

	１５

	１６
１７

％

２９８
―

―



連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率

の不適用制度に関する明細書の記載の仕方

１ …………………措置法第６８条の１０９�連結親法人である中小企業者等に対

する同族会社の特別税率の不適用�…………………

２ …………………措置法第６８条の１０９第１項各号又は第２項若しくは第３項

…………………

３ ……………………………

４ ……………………………

５ ……………………………

連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率

の不適用制度に関する明細書の記載の仕方

１ …………………措置法第６８条の１０９�連結親法人である中小企業者等に対

する同族会社の特別税率の不適用等�…………………

２ …………………措置法第６８条の１０９第１項各号又は第２項…………………

３ ……………………………

４ ……………………………

５ ……………………………

三

項

該

当

連結親法人の当期末
の資本又は出資の金
額

１８
円

前年度総資産額の合
計額

１９
円

前年度自己資本額の
合計額

２０
内 円

自己資本比率
	２０

	１９
２１

％

添

付

書

類

措置法第６８条の１０９
第１項第１号

登記簿謄本又はその写し

措置法第６８条の１０９
第１項第２号

イ 主務大臣が新事業創出促進法第１１条の２第１
項に規定する認定（同法第１１条の３第１項の認
定を含む。）をした旨を証する書類

ロ 同号に規定する認定計画の計画書の写し

措置法第６８条の２第
２項

措置法施行令第３９条の１２８第４項各号に規定する
総収入金額及び試験研究費等の額の合計額の明細
書（同項の規定の適用がある連結事業年度に限る。）

添

付

書

類

措置法第６８条の１０９
第１項第１号

登記簿謄本又はその写し

措置法第６８条の１０９
第１項第２号

イ 主務大臣が新事業創出促進法第１１条の２第１
項に規定する認定（同法第１１条の３第１項の認
定を含む。）をした旨を証する書類

ロ 同号に規定する認定計画の計画書の写し

措置法第６８条の２第
２項

措置法施行令第３９条の１２８第４項各号に規定する
総収入金額及び試験研究費等の額の合計額の明細
書（同項の規定の適用がある連結事業年度に限る。）

２９９
―

―



改 正 後

６ 「三項該当」の各欄は、次により記載します。

	１ 「前年度総資産額の合計額１９」には、連結親法人及びその連結子法人の

前期末の確定決算に基づく貸借対照表に計上している総資産の帳簿価額の

合計額（次のイからホまでに掲げる金額がある場合にはこれを減算し、ヘ

に掲げる金額がある場合にはこれを加算します。）を記載します。

イ 固定資産の帳簿価額を損金経理により減額することに代えて損金経理

により引当金として経理している金額又は利益処分により積立金として

積み立てている金額

ロ 特別償却準備金として積み立てている金額

ハ 土地の再評価に関する法律第３条第１項の規定により再評価を行った

土地の同法第７条第１項に規定する再評価差額に相当する金額

ニ その他有価証券（売買目的有価証券及び満期保有目的等有価証券以外

の有価証券）に係る評価益等相当額

ホ その連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人に対する

負債（借入金その他利子の支払の基因となるものに限ります。）の額に

相当する金額

ヘ その他有価証券に係る評価損等相当額

	２ 「前年度自己資本額の合計額２０」は、連結親法人及びその連結子法人の

前期末の資本の金額又は出資金額、連結個別資本積立金額及び連結個別利

益積立金額の合計額を記載します。なお、措置法令第３９条の３４の２第１０項

に規定する同族株主等に対する負債（借入金その他の利子の支払の基因と

なるものに限ります。）の額がある場合には、その金額を加算し、加算し

た金額を「２０」の内書に記載します。

（総資産の帳簿価額の計算）

改 正 前

（新 設）

３００
―

―



６８の１０９―８ 措置法令第３９条の１２８第６項に規定する総資産の帳簿価額（以下

６８の１０９―１０までにおいて「総資産の帳簿価額」という。）の計算については、

次に掲げるような場合には、それぞれ次による。

	１ 貸借対照表に計上されている繰越欠損金の額がある場合には、当該繰越

欠損金の額に相当する金額は、総資産の帳簿価額に含まれない。

	２ 支払承諾見返勘定又は保証債務見返勘定のように単なる対照勘定として

貸借対照表の資産及び負債の部に両建経理されている金額がある場合には

当該資産の部に経理されている金額は、総資産の帳簿価額から控除する。

	３ 貸倒引当金勘定の金額が、金銭債権から控除する方法により取立不能見

込額として貸借対照表に計上されている場合にはその控除前の金額を、注

記の方法により取立不能見込額として貸借対照表に計上されている場合に

はこれを加算した金額を、それぞれの金銭債権の帳簿価額とすることがで

きる。

	４ 退職給付信託における信託財産の額が、退職給与引当金勘定の金額と相

殺されて貸借対照表の資産の部に計上されず、注記の方法により貸借対照

表に計上されている場合には、当該信託財産の額を加算した金額を総資産

の帳簿価額とすることができる。

	５ 貸借対照表に計上されている返品債権特別勘定の金額（売掛金から控除

する方法により計上されているものを含む。）がある場合には、これらの

金額を控除した残額を売掛金の帳簿価額とする。

	６ 貸倒損失が金銭債権から控除する方法により取立不能見込額として貸借

対照表に計上されている場合には、これを控除した残額を金銭債権の帳簿

価額とする。

	７ 貸借対照表に計上されている補修用部品在庫調整勘定又は単行本在庫調

整勘定の金額がある場合には、これらの金額を控除した残額を当該補修用

部品在庫調整勘定又は単行本在庫調整勘定に係る棚卸資産の帳簿価額とす

る。

３０１
―

―



改 正 後

	８ 自己株式を貸借対照表の資本の部の控除項目として表示している場合に

は、当該自己株式の金額を加算した金額を総資産の帳簿価額とすることが

できる。

（税効果会計を適用している場合の総資産の帳簿価額）

６８の１０９―９ 連結法人が税効果会計を適用している場合において、貸借対照

表に計上されている繰延税金資産の額があるときは、当該繰延税金資産の額

は、総資産の帳簿価額に含まれることに留意する。

（税効果会計を適用している場合に総資産の帳簿価額から控除する金額）

６８の１０９―１０ 連結法人が税効果会計を適用している場合には、総資産の帳簿

価額から控除する利益又は剰余金の処分による圧縮積立金又は特別償却準備

金の金額は、貸借対照表に計上されている圧縮積立金勘定又は特別償却準備

金勘定の金額とこれらの勘定に係る繰延税金負債の額との合計額となること

に留意する。

	注 当該繰延税金負債が繰延税金資産と相殺されて貸借対照表に計上されて

いる場合には、その相殺後の残額となることに留意する。この場合、その

相殺については、圧縮積立金勘定又は特別償却準備金勘定に係る繰延税金

負債の額が繰延税金資産の額とまず相殺されたものとして取り扱って差し

支えない。

（自己資本比率を算出する際の負債の意義）

６８の１０９―１１ 措置法令第３９条の１２８第７項に規定する「負債（借入金その他利

子の支払の基因となるものに限る。）」には、例えば、その金銭消費貸借契約

において利子の支払を約さないものであっても、その利子の支払を約さない

改 正 前

（新 設）

（新 設）

（新 設）
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四十四 経過的取扱い

ことに合理的な理由がないものが含まれることに留意する。

（自己資本比率を算出する際の株主等の意義）

６８の１０９―１２ 同族会社の判定の基礎となる連結親法人の株主等と特殊の関係

のある個人（令第４条第１項に規定する特殊の関係のある個人をいう。）又

は株主等と特殊の関係のある法人（令第４条第２項に規定する特殊の関係の

ある法人をいう。）であっても、当該連結親法人の株式又は出資を有しない

場合は、措置法令第３９条の１２８第７項に規定する「同族株主等」には含まれ

ないことに留意する。

改 正 後

（経過的取扱い�１…改正前の措置法等の適用がある場合）

改正法令（所得税法等の一部を改正する法律（平成１５年法律第８号）、租

税特別措置法施行令の一部を改正する政令（平成１５年政令第１３９号）及び租

税特別措置法施行規則の一部を改正する省令（平成１５年省令第３４号））によ

る改正前の措置法、措置法令及び措置法規則（改正法令の附則により読み替

えて適用される改正前の措置法、措置法令及び措置法規則を含む。）の規定

の適用を受ける場合の取扱いについては、この法令解釈通達の改正前の租税

特別措置法関係通達（連結納税編）の取扱いの例による。

（経過的取扱い�２…施行日前に行われた分割等に係る売上金額の提出期限の特

例）

措置法令第３９条の３９第２１項に規定する移転事業に係る売上金額と当該移転

事業以外の事業に係る売上金額との区分に関する同項に規定する届出につい

ては、同項に規定する分割、現物出資又は事後設立が平成１４年４月１日から

（新 設）

改 正 前

（新 設）

（新 設）
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改 正 後

平成１５年３月３１日までの間に行われたものである場合は、措置法規則第２２条

の２３第７項に規定する提出期限にかかわらず、平成１６年５月３１日までに連結

親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならないものとし、当該届

出に係る区分の方法が合理的な方法である場合は、これを認める。

（経過的取扱い�３…平成１５年４月１日前に取得等をした特定中核的民間施設の

特別償却）

改正法令による改正前の措置法第６８条の１８第１項に係る措置法令第２８条の

３第１項に規定する特定の施設の同項に定める取得等に必要な資金の額が６

億円以上で６億５千万円に満たない場合において、連結法人が当該特定の施

設に含まれる特定中核的民間施設（改正法令による改正前の措置法第６８条の

１８第１項に係る措置法第４３条の３第１項に規定する特定中核的民間施設をい

う。以下同じ。）の一部を平成１５年４月１日前に取得等をし、残余を同日以

後に取得等をしているときは、同日前に取得等をした特定中核的民間施設に

ついては、その取得価額の合計額が６億円以上であるかどうかを問わず、改

正前の措置法第６８条の１８第１項の規定の適用があることに留意する。この場

合において、平成１５年４月１日以後に取得等をした残余の特定中核的民間施

設については、措置法第６８の１８第１項の規定の適用はないことに留意する。

改 正 前

（新 設）
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